
自己搬入廃棄物搬入指示・証明書交付申請書 

 

承 認 番 号 

～ 

申請日 令和   年  月  日 

申請者 
(ごみ排出者) 

住所  

(フリガナ) 

氏名 
（                 ） 

連絡先 －    － 

代理者 
※ある場合 

申請者との関係 
 

住所 
 

(フリガナ) 

氏名 

（                 ） 

連絡先 
－    － 

 

ごみ発生場所 □申請者住所と同じ場所  

搬入車両ナンバー  運 転 者 氏 名  

搬 入 車 □ 自己所有車 □ レンタカー等 搬 入 予 定 量 kg 

搬 入 日 令和       年       月 日 搬 入 回 数 回 

 ※搬入回数上限は、１日につき５回。 

ごみの種別 □ 燃えるごみ  □ 粗大ごみ・燃えないごみ  □ カン □ ビン   □ 蛍光灯  □ 電池 

燃えるごみ・粗大ごみ・燃えないごみを搬入する場合は、下記もご記入ください。（□にはチェックを入れてください） 

①
燃
え
る
ご
み 

□ 紙類（再生利用できないもの） 

□ 生ごみ 

□ 草・剪定くず・木くず 

□ 衣類・ふとん 

□ じゅうたん・カーペット 

□ たたみ (1日6畳まで) 

□ プラスチック製品 

□ ゴム・皮革製品 

□ その他 

②
粗
大
ご
み
・
燃
え
な
い
ご
み 

□ 家電製品 
(テレビ・冷蔵庫及び冷凍庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・パソコンは除く) 

□ 家具 

□ 剪定枝・木材等 
□ スプリングマットレス 

□ 自転車 

□ おもちゃ（ゲーム機、電池で動くものなど） 

□ その他 

 

搬入時の留意事項 

① 燃えるごみ 

・じゅうたん・カーペットは、縦横１ｍ×２．５ｍ、高さ３０ｃｍ未満に折り畳む又は巻き、紐で縛ること。 

・たたみは、１日６畳までとする。 

② 粗大ごみ・燃えないごみ 

・スプリング入りマットレスは、脚付きのものは脚部分を外すこと。 

・剪定枝・木材等は、径２０ｃｍ以下、長さ１ｍ以下のものに限る。 

・もの干し竿などの棒状の長い物は１ｍ以内に切断すること。 

③ カン 

・一斗缶までの大きさに限る。 

・スプレー缶は必ず穴をあけておくこと。 

④ ビン   ・中身が空のもの。 

⑤ 有害ごみ(蛍光灯)(電池)  ・蛍光灯と電池は、必ず別々の透明の袋に入れ、分けておくこと。（LED電球は粗大ごみ） 

搬入できないものの一例 

・テレビ、エアコン、冷蔵（冷凍）庫、洗濯機、衣類乾燥機  ・パソコン  ・ピアノ 

・オートバイ ・タイヤ  ・土、コンクリート、がれき類 

美濃園について 

・場所 香芝市尼寺615番地 ・搬入時間 月～金曜 午後１：３０～４：３０（年末年始除く） 

・料金 100ｋｇまで無料。100ｋｇを超えると10ｋｇ毎に１２３円（消費税及び地方消費税含む） 

香芝市 


